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 このたびのロシア連邦のウクライナに対する侵攻は、国連憲章及び国際法に違反

し、市民に重大な危険と恐怖をもたらすもので、到底、許されるものではありませ

ん。ウクライナやロシア連邦をはじめとする市民の方々に一刻も早く平和な日常が

取り戻されることを強く望みます。 

 私たちは国際社会における一市民として、第１に、他国で起きている事実を他人

事とせずしっかり直視すること、第２に、その一方で冷静さを欠いた国家主義に陥

らないこと、第３に、他者の生命・自由・人権を守り支えることの重要性を、あら

ためて認識する必要があります。とりわけ、平和的生存権は、戦争や暴力の応酬が

絶えない今日の国際社会において、全世界の人々が平和に生きるための全ての基本

的人権の基礎となる人権です。自らへの危険を顧みず、政府に反対意思を表明して

いるロシア連邦の市民の方々の勇気にエールを送ると共に、広く平和的生存権が保

障されることを希求します。そして、権力の濫用・暴走の歯止めとなる法の力を期

待します。 

 こうした観点から、日本政府には、解決に向けた積極的な外交努力を求めます。 

 当会は、これまで数多くの機会で、市民の方々とともに、個人の尊厳と恒久の平

和の実現に不可欠である平和的生存権の保障を求めてきました。基本的人権の尊重

と社会正義の実現を使命とする弁護士として、外交努力によって戦争の惨禍がこれ

以上深刻化しないことを心より願って、この会長談話を発表いたします。 

以 上 


